
週に40時間以上の就労を常態とする場合 52 週に40時間以上の就労を常態とする場合 52
週に35時間以上40時間未満の就労を常態とする場合 46 週に35時間以上40時間未満の就労を常態とする場合 46
週に30時間以上35時間未満の就労を常態とする場合 40 週に30時間以上35時間未満の就労を常態とする場合 40
週に25時間以上30時間未満の就労を常態とする場合 34 週に25時間以上30時間未満の就労を常態とする場合 34
週に20時間以上25時間未満の就労を常態とする場合 28 週に20時間以上25時間未満の就労を常態とする場合 28
週に32時間以上の就労を常態とする場合 42 週に32時間以上の就労を常態とする場合 42
週に28時間以上32時間未満の就労を常態とする場合 37 週に28時間以上32時間未満の就労を常態とする場合 37
週に24時間以上28時間未満の就労を常態とする場合 32 週に24時間以上28時間未満の就労を常態とする場合 32
週に20時間以上24時間未満の就労を常態とする場合 27 週に20時間以上24時間未満の就労を常態とする場合 27
週に16時間以上20時間未満の就労を常態とする場合 22 週に16時間以上20時間未満の就労を常態とする場合 22
週に24時間以上の就労を常態とする場合 31 週に24時間以上の就労を常態とする場合 31
週に21時間以上24時間未満の就労を常態とする場合 27 週に21時間以上24時間未満の就労を常態とする場合 27
週に18時間以上21時間未満の就労を常態とする場合 23 週に18時間以上21時間未満の就労を常態とする場合 23
週に15時間以上18時間未満の就労を常態とする場合 19 週に15時間以上18時間未満の就労を常態とする場合 19
週に12時間以上15時間未満の就労を常態とする場合 15 週に12時間以上15時間未満の就労を常態とする場合 15

31 31
14 14

入院（概ね１か月以上とし、入院予定を含む）

42 42
32 32

身体障害者手帳２級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳２度以上 52 52
身体障害者手帳３級又は４級・愛の手帳３度

22 22
病院付添 27 病院付添 27

52 52
37 37
22 22

５ 災　害 55 ５ 災　害 55
35 35
25 25
15 15

７ 求　職 求職・起業準備中 5 ７ 求　職 求職・起業準備中 5
ⅰ不存在等 死亡、離別、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居（要証明）の場合 56 ⅰ不存在等 56
ⅱ就労予定 ⅱ就労予定
ⅲ 居宅外の介護 ⅲ 居宅外の介護
ⅳ 育児休業の継続 ⅳ 育休延長の希望

○別表 ○別表
１ １

３ ３

●注意事項 ●注意事項
※a ※a

※ｂ ※ｂ

※ｃ 東京都の難病等医療費助成制度による特定医療費受給者証又はマル都医療券を所持している方に適用します。 ※ｃ 東京都の難病等医療費助成制度による特定医療費受給者証又はマル都医療券を所持している方に適用します。
※ｄ ※ｄ

※e ※e

申込児の保護者のいずれかが満18歳未満の者である場合

　上記別表の状態に該当し、支援を必要として保育を利用する場合、利用期間中に定期的に支援の必要性について見
直しを行います。支援の必要性が無くなった場合は、基本指数１～8のいずれかの状態である場合に保育を利用すること
ができます。どれにも該当しない場合は、保育の利用は終了となります。
　上記以外に、児童福祉の観点から適切な保育の提供が必要であると市長が認める特別の事情がある場合は、審査及
び選考を経て入所の承諾を行うことができます。

個人事業主・会社経営、親族・家族経営の従事者等又の方で、就労状況における給与・売上と「東京都における最低
賃金×実労働時間×日数＝最低ライン支払額」とを比較して、双方に著しい差がある場合は、基本指数「求職」の点
数の適用の要件として扱います。また、個人事業主の場合で、収入実績が分かるもの、若しくは収入予定があること
が分かる資料（契約書等）の提示がない場合は、「内職」もしくは「求職」の指数を適用します。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律三十七条の二が適用されている者又は、同条に該当
する病状にある者若しくは、児童に感染させる恐れのある者がいる場合

職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設に
おいて行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定
する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十
三年法律第四十七号）第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定す
る各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

求職のため、日中の外出を常態とする場合

８ その他
指数は就労日数・時間により類型１に準ずる
指数は類型４の在宅介護の指数に準じる
保護者が育児休業の延長を希望する場合は、当該世帯の指数を適用しない

児童虐待の防止等に関する法律に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場

２
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者からの暴力により保育を行うことが
困難であると認められる場合

死亡、離別、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居（要証明）の場合

４
看護及び

介護

入院中の親族の看護が必要な場合　

在宅介護
常時観察・介護が必要な場合
常時観察は必要ないものの、日常生活全般に恒常的な介護が必要な場合
上記以外の場合　

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当れない場合

６
就学及び職
業訓練等

国・都・都道府県・市町村設置の職業訓練施設又はこれに準ずる通所施設に通所している場合（※ｄ）
学校教育法に定める学校等に通学している場合（※e）
その他上記以外の学校に通学している場合

２ 出　産
出産のため、保育にあたれない場合（出産予定月の前後２か月、通算５か月以内の期間に該当）、
又は医師の判断により安静を要する状態にある場合

52

３ 疾病等

疾病･傷病
52常時病臥

感染症（※ｂ）
精神性疾患
一般療養（上記以外の場合）

心身障害者 37難病者（国・都の指定する難病）で、東京都の難病等医療費助成制度による特定
医療費（指定難病）受給者証又はマル都医療券を所持している方（※ｃ）
上記以外の場合　

入院（概ね１か月以上とし、入院予定を含む）

身体障害者手帳２級以上、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳２度以上
身体障害者手帳３級又は４級・愛の手帳３度

職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職
業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは
職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第四条第二
項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると
認められる場合

２

　　　保育所入所選考基準【文言整理案】
◎ 基本指数

番号 類　型
保護者（父母）の状況（同居の親族その他の者が保育をすることができない場合） 基本

指数細　　　　　　　　　　　　目

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律三十七条の二が適用されている者又は、同条に該当する病状に
ある者若しくは、児童に感染させる恐れのある者がいる場合

１

週５日又は月20
日以上就労

週４日又は月16
日以上就労

週３日又は月12
日以上就労

常時観察は必要ないものの、日常生活全般に恒常的な介護が必要な場合
上記以外の場合　

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当れない場合

疾病･傷病

求職のため、日中の外出を常態とする場合

心身障害者

２

学校教育法に定める学校等に通学している場合（※e）

内職

学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

常時病臥

疾病等

申込児の保護者のいずれかが満18歳未満の者である場合

３

　上記別表の状態に該当し、支援を必要として保育を利用する場合、利用期間中に定期的に支援の必要性について見直しを行いま
す。支援の必要性が無くなった場合は、基本指数１～8のいずれかの状態である場合に保育を利用することができます。どれにも該
当しない場合は、保育の利用は終了となります。

指数は類型４の在宅介護の指数に準じる
「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」を選択した場合は、当該世帯の指数を適用しない

児童虐待の防止等に関する法律に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合

４

　上記以外に、児童福祉の観点から適切な保育の提供が必要であると市長が認める特別の事情がある場合は、審査及び選考を経
て入所の承諾を行うことができます。

８

個人事業主・会社経営、親族・家族経営の従事者等又の方で、就労状況における給与・売上と「東京都における最低賃金×実
労働時間×日数＝最低ライン支払額」とを比較して、双方に著しい差がある場合は、基本指数「求職」の点数の適用の要件とし
て扱います。また、個人事業主の場合で、収入実績が分かるもの、若しくは収入予定があることが分かる資料（契約書等）の提
示がない場合は、「内職」もしくは「求職」の指数を適用します。

その他

就学及び職
業訓練等

６

指数は就労日数・時間により類型１に準ずる

国・都・都道府県・市町村設置の職業訓練施設又はこれに準ずる通所施設に通所している場合（※ｄ）

その他上記以外の学校に通学している場合

52
感染症（※ｂ）

一般療養（上記以外の場合）
精神性疾患

常時観察・介護が必要な場合

上記以外の場合　

看護及び
介護

入院中の親族の看護が必要な場合　

在宅介護

就労

37難病者（国・都の指定する難病）で、東京都の難病等医療費助成制度による特定医療費（指定
難病）受給者証又はマル都医療券を所持している方（※ｃ）

出　産 52
出産のため、保育にあたれない場合（出産予定月の前後２か月、通算５か月以内の期間に該当）、又は医師の
判断により安静を要する状態にある場合

番号 類　型

　　　保育所入所選考基準【現行】
◎ 基本指数

保護者（父母）の状況（同居の親族その他の者が保育をすることができない場合） 基本
指数細　　　　　　　　　　　　目

週４日以上日中週30時間以上の就労を常態とする場合
週３日以上日中週12時間以上の就労を常態とする場合

１
就労

週５日又は月20
日以上就労

週４日又は月16
日以上就労

週３日又は月12
日以上就労

内職
週４日以上日中週30時間以上の就労を常態とする場合
週３日以上日中週12時間以上の就労を常態とする場合

第２回子ども子育て審議会

令 和 ６ 年 ８ 月 2 6 日
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